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その3. 秋田県市町村母子健康相談、ンステムの

展開方式に関する試み
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I はじめに

母子保健事業は，その性格から，最も身近な市町村を

中心に行なうことが，効果的であることは論をまたな

し‘•

しかし，本県の市町村の体制は，自主的にまかされる

段階に至ってないことが実態澗査で明らかである．保健

所と市町村がお互いにカバーし合わなければならないた

め，共同で行なっているが，両者の目的分担は，極めて

あいまいである．共同で実施しながらも，それぞれの日

標を明確にし，市町村相互の話合いにより，より内容を

高め効果あるものiこしていかなければならない．そのた

めに，どのような方法で樹Jきかけしたらよいのかという

ことになる．

この一段階として，昭和47年来大rJJ廿呆1也所管内神岡町

において，調在研先を加え，町の健康相談‘ンステムを一
l‘) 

応確立したことを届礎に，市町村と保健可のサーヴスの

H慄を定めることと，他の市町村との比較において， IIiij

者の効果的方法の相互濁入た行なうことの試みとして，

]保健所単位にすすめるべく，今年度ぱその計画にとり

組み，一部実施に入った．

:n: 実施方法

A.市町村と保健所の役割

市町村の日標1ま，妊婦，乳幼児（家庭）に，偉々の具

体的保健サーヴスを自主的に行なうこと，保健所は，そ

の市町村事業が，円滑かつ効果的に行なわれるよう援助

するとともに，質的内容を把握し，指導管理を行なうセ

ンター的役割をもつもので，市町村との合同学習を計画

し，相互の効果的方法導入の場とすることとした．

従って，この目標に対する、ンステム化と，資料の整

理，スタッフ研修が要望される．

B.市町村母子健康相談システム

ベクーンとしてば，図1．に示すように考えられる．具
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的役割

■市町村事業の円滑化

資料の整理，技術的参加，協力

■ 管内把握•まとめ

目的ある健診

専門家チーム健診

●事後管理の円滑

関係機関との連けい

対象の系統的追跡の援助

■スクッフ研修の計画・実施

●反省と次の計画

地域医療

図l． 市町村母子保健活動展開へのアプローチ

＊秋田県衛生科学研究所
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体的には，出来る限り市町村，保健所の負担にならぬよ

うに，現状の各種事業の整理を行ない，合理的にしてい

くこととし，別紙 1健康相談システム案を計画した．内

容は大別して，①事業開始に際しての資料の整理，R健

康診査（相談），Rスタッフ研修である．

l.事業開始に際しての資料の整理

市町村は，実際に行なっている母子衛生業務，健康相

談システム一覧（別紙2),年間実施計画表（別紙3),年

度の母子人口動態統計のまとめ（別紙4)を保健所に提

出する．保健所は，その市町村の資料を基礎に市町村へ

の協力計画をたてる．

2.健康診査（相談）

市町村は，年間実施計画により行なう健診の都度，チ

ェックされた者を管理台帳（別紙5, 6)に記入し（妊

婦，乳幼児），保健所にコピーを提出する．

保健所は，その台帳をもとに，市町村：と共同で，医

療，福祉，教育機関との連けいにもつていくか，必要に

より二次健診の計画．実施を行なう．

3.スタッフ研修

別紙 lに示す如く．日常用いている資料の母子保健学

的学習からはじめることとし，対象は，保維婦，栄旋

士，助産婦のみならず，学習内容により，母子担当者（

事務），地区組織委員（推進員，愛育班員など）にも参

加をよびかける．そして，この場を利用して，相互の理

解を深めるものとする．

I[ 健康相談システムの展開

以上の計画を基礎に，秋田県医師会，秋田県小児保健

会，保健所事業としての展開を計るべく働きかけを行な

った．

代表者との話合いを重ね，実施方法，資料の検討を行

ないつつ理解を得るとともに，一方，秋田保健所と管内

市町村 (I市3町）を対象にスタッフ研修を開始しつつ

事業の理解を深めている．

w まとめ

保健所と．市町村の目的分担を明確にし，市町村ほ子

保健の展開を系統的，合理的に行なうべく，人，経済，

技術等すべて不仙な中で，可能な範囲の努力として計画

し．除々に輪を広めて行こうとしている．しかし，我々

の事業が，果して住民の真に要求しているものなのか，

行政的な保健サーヴスの目的は何なのか，サーヴスの質

は，どこまで必要，かつ可能なのかといった面への疑1gJ

はつきない．

一方，地方日治体の姿勢や政策，その他により施策は

左右されるが，国民の質の向上がすべての基本であると

するならば．さらに具体的行政指導の必要を痛惑する．

文献

］）伊藤玲子たち：母子保他管理システムにおける健

診，保健指導のあり方．母子保健・医振システムに関す

る研究報告,ti,昭49
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別紙 l 秋田県市町村母子健康相談システムに関する試み（案）

I目的

本県における妊塵嶋乳幼児保健の向上、心身障害児の予防ならびに早期発見に関す

る母子保健管理システムの鶉立を目的とナる。

1) 本県で用いている妊産婦、新生児、乳幼児健相談票、健診併用のアソケート、

3オ児精神検査など、健康相l1!（診断）の質的向上の具体的方法の実用検討

2) 市町村の鍵診ならびに保健指導のあり方に対し、昭和47年来、大曲保健所管内

神IIIIIJにおいて寵立された健康相談システムを県内市町村の比較に泣いて肩看

の効果的方法の相互導入をいかに展開していくか、試みとして 1保健所皐位に

すすめ、全県的システムのあり方を検討する。

3) 地域への保健...ーヴスにあわ士、保健所、市町村の且的分担の明確化、医療機

関との連けいを通し、事後指導、スクッフの技術向上へのアブローチにもって

いくことに対する方法の検討

1 実施方法

1) 市町村の役割

妊婦、乳幼児（家塵）に個々の具体的保健サーヴスを目的に行なうものとする。

Ill 届出窓口の設置

母子保健事業のシステムの一環として、妊娠届、出生届、その他の届出に

際し、丹子鍵康手績の説明、建珍．訪問、その他のサーヴスの PR` 参加

勧奨にあわせ。可能な限り衛生教育もあわせて行なう。

191 健康相蒙（診査）

①母子保健法ならびに市町村独自で従来より行なってきている保鍵攘務

（鍵籐診査、相戴、訪問，衛生教育）を可飽な限り忠実に実籍する。

② 乳幼児専門家健診への参加

一般健診事業の中から必要と思われるものを選定し、保健所で行なう

専門家チームによる健珍に参加し、事後指導の強化を行なう。

131 スクッフ研條

保鍵所と共同のスクッフ研修に参加し、鍵診保健指導を効果的に行なうた

めの研修を行なう。

2) 保健所の役割

市町村の事業が円滑かつ効果的に行なわれるためのセンター的役割をもつもの

とする。

III 健康相鮫（診査）

① 市町村の計固、立案、実籍9こは積極的に参加、協力を行なう。

R 市町村の母子保健事業のまとめを行なうとともに、乳幼児については

異常者の管内把饂を行ない、対象に応じた専門家チームの健康診査を

県に要請し、これを実施する。

③ 保健所は、医療機関、その他の関係隈関（福祉事務所、公民館、こと

9かの教室など）との連けいをはかり、市町村の鍵診ならびに事後の管

理の円滑を期するよう努力する。

④ 保健所1む管内把樋、市町村健診の強化の目的で、 目的をもった（例、

低体重児、先天代謝異常、離乳食指導たど）健診を行なうように努め

る。

1,1 スクッフ研修

① 管内市町村の母子保建管理システムの確立と、その効果的運用、健診、

保健指導の母子保健学的学習を目的に研修会を開催する。

② 市町村の実崖状況を把盪し研修会の場を用いて．その効畢的方法の相

互導入をItることに努める。

R スクッフの研修12保隧婦、助産婦、栄養士のみならず必要と目的に応

じ、事務担当者、地域組Iii活動（愛育班、母子保健推進員）の協力着

にも行なうことに努める。

1 まとめと反省

l) 市町村1む母子保健事業の年間実績をまとめ、保健所に報告する。保健所は管

内市町村の事業の内容にあわ甘改善、変更の行なわれた事項を把握し、次年度

の市町村協力の反省とする。

2) 保健所は適当な時期を定め、実篇主体、関係協力機関＂団体等関係者の会合を

開き、まとめと反省を行なう。

市町村母子健康相談システムに関する試みー実施方法（案）

l 事業開始にあたり資料の整理統合

1) 市町村

① 市町村母子衛生の慨要ならびに相談システム 別紙 2

② 年間1！施計圃 • 3 
⑧ 主なる母子人 9.1動態統計 “4 

2) 保 健所

市町村の資料のまとめを基随に作成

① 市町村母子事業年間協力叶画

②・ 管内人"動態統計

R 母子保健相当事業（事務）一覧表

I 建康相談（診在）

l) 妊産婦について

① 市町村は県の行たっている妊婦隧診医療機関方式からllilllされる要注意

者、ならびにその他の情報で要注意の妊婦ならびに産婦について．妊産嶋

怜理台帳に記入し保健婦助産婦による指導を行なう。gI1紙う

②＼ 市町村独自で妊産婦集団（個別）健診を行なっている場合も、同榛に要注

意者は管理台帳に記入する。

2) 乳幼児について

① 市町村が行なう乳幼児健康相談（診査）によりチニックされたものは、そ

の都度乳幼児健裕瞥理台帳に記入する。 9Ii紙6

② 保鍵所のItl11する乳幼児専門家チーム健診には乳幼児管理台帳の上から対

液乳幼児を選定する。

③ 保健所は市町村から提出された対象児について必要と思われる専門寡鍵診

チームを要請し市町村と協慶の上特定の日時．場所を定め市町村と共問で

行なう。

④ 保健所は管内市町村を対象1こ目的をもった健診を行なうように努，，る（例

低体重児健診、先天代謝異常検査によるスクリーニング、 II乳期，，ルー

プ， 3オ児鍵診後のグ9レーブ指導たど）

⑤ 市町村で1文健診の結果よりそれぞれの指導管理を行なう

1 スクッフ研修

研修内容により保健所および適当と思われる市町村において行なう

9) 保健婦、助産婦，栄養士、母子保健池区組繊委員に対する研修

下記の資料の母子保健学的学習を行なう。

①母子健康手帳 資料 I

② 妊産婦、新生児，乳幼児健康相敲累 " 2 

R乳幼児健珍アソケート ，， 3 

④ 3オ児精神検査 ”4 

⑤ こと 9tのテスト絵カート• • 5 

R 妊娼緊急のめやす " 6 

⑦ 乳幼児舘康プロファイル “7 

R 乳幼児保鰹指導の年月令的要点 ”8 

R 指導と保鍵管理上の注煮点からみた症状と疾病異常 ，， 9 

2) 母子担当者、保健婦，助産婦，栄養士、母子保健地区組織委員

① 現在行たっている市町村母子健康相歎システム関述果務の見なおし

②母子保健法に定められている1llf事業ならびに県市町村独自の事業の見なお

し

③妊婦健康管理台帳 資料10

oo乳幼児健康管理台帳 ，， II 

⑤ 妊婦健康診査受診票 ，， 12 

⑥ 要訪問妊婦連絡について ”13 

R母子健康手帳副税本（赤ちゃん）の活用 ""  

⑧ わたし113オ児の活用 ，， 15 

⑨杉の子llifil（社会教育課）の活用 ，， 16 
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別紙 2 ）市町村母子保健の概要ならびに相談システム （閾和 年 月．記入者

事項

＂ 
項 a 内 容

I 嬌闘学絨 回

術 2 斬婚学級 回

生 3 屈駁学絨 回

9 富綻 Iti!i指轟 ィ．四I • 饗団 回

＇ 5 
育児歓室 回 &tllll 

冑 6 幼児散屯 阿 峙問

ltl 7 4t障児相談 イ民にあわせ..甑g

8 乳児（育児）相譲 回

汲 9 lf •1 !II絨 回

栄 10 妊・産・求女強化 ィ．細り事婁•上積妊●量

長： 11 乳児栄養強化 イ全世僭 •41環親世帯
医 12 比依給f•tィ．iEM 口，幼児

杖

管 13 IE繕よ受お幼肛I

14 乳児未受鎗訪問

理 15 異常者継続管珂

そ 16 出生・退駐の迅絡 関保皇閲名

，， 17 li 知 方 法乳児（イ偵人•広饂 3 キ児（イ鯖A•広●

他

役場（ ）課（ ）保勺匹而iヱ：コこ］

I. 妊鰭暉作成をつける

t m鶴穫交付

＆妊婦売診券し2枚）

•. 鱈診カード作成

a t9囀園蟻イ．勧細霧麟方式，，，，，

ロ． イ以外のもの．鯛人•饗団

a 廉擾霞l1i診断
7. 助庵鱒訪問 イ．録健所からの通織のみ

中岬•そのIll! （ 

．．ィ叫の鰈として

賽看•そのIll!(

母子保鍵に関する
（県指定）特色事婁

I. 母子健康セン 9-

2. 11H・保霞訛遮H

ClllJ 名．その1111

3.愛青置活動

直員 名

そ の 館

名）

回

役 場 戸 紆 係＜而霞而［口こココ

I.暉作成

2 斬‘k児助産婦訪間（よ熟児．低体9r，児． nil幽ある兄全U)

↓やi臣帽

決 fJI・地91帽柄軌（

創紙 3

昭和（ ）年度母子衛生事業計画表 （鳳了衛生畢賽実篇事項について記入のこと） 市町村名

） 

記入着名

（ 

記入年月日

年月 a
 10) 従 事 看 状 況

市 町 村 録 霞 所

I) 

益（予定）E 

3) 4) 
M5) • 

6) 7) 8) 
賽9)篇主体 医 師 膚糾紅l録動 衛そ 医 緬 鱚科医師 保栄 母そ llJ 通知力菖 『事業名 会湯 受付時間 州● 対象数 受鯵戴 ． 

（闘蛤～纏切 計 鱚 意 生の tt 鍵養 子の

氏名 氏名 鰻 鰻 係饂 氏 名 氏名 II士 係ftl!
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別紙 4

）年度（ ）市•町・村の主なる母子人口動態 ~ 年 月 日

実 散 寧
妊娠届出数 （ 名）

人 ロ 前 生 比

13カ月以内 4 ~ 5カ月 6 ~ 1カ月 8カ月以上 不

明 I出 生 数 出（人口生1,000対率） 

死亡者 数 死（人o 亡1,000対率） 
低体重属出数 （ 名）

乳児死亡1l: 乳（出児生 死1,00亡0対）寧
下11801~ g | 2001~ .I 2301~ .1 1800g以 2000 2300 2500 

新生児死亡Ill: 閣翡叫嘉ふ？ I I I I ! 周 後;期:(~29·;週演屯潅 り晶叫，嘉。亡ぷ
乳児死亡

後闊死産比

主なる死因
1週未満乳児死亡率

性別 月令

死自 然 死（出生産1,000対率） 

産人 工 人工死 産 百 分 比 劣

妊産婦死亡数

人工妊綴中 絶数

婚 姻 散 婚（人口姻1,000対率） 

離 婚 敷 離（人u 婚i,000対率） 
周産期死亡

低体重児数 出生 100対

時期 性 911 主なる死因

出産場所

綸殷内 I籍殷外 I不 !Ill 

I I | 
妊産婦死亡

年 令 死亡週散 主なる死因

別紙 5
妊 産 婦 管 理 台 帳 市・町・村

妊娠 ； 月日 備 考
No. 氏 名 生年月日

順位 娠週数
事 項 行理機関 経 過

保健所医釈機贋健診そのftl!

年月日
週

年月日
週

年月日
週

年月日
週

年月日
週

年月 El
週

年月 n
週

年月日
週

年月日
週

年月日
週

年月 H
週

年月遍日

年月日
週

年月 U
週

年月日
週

年月 n
週

年月 8
週

年月日
週

年月 B
週

年月週日

年月日
遇
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別紙 6
乳幼児健診管理台帳

対象人員 名
（昭和 年 月 日実施） 実施人員 名

No. 氏 名 性 生年月日 健 診月 令 ↓It 項 管理機関 経 過 備 考
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